
1. 給与支払報告書（個人別明細書）の作成について 

・必ず令和８年度の様式を使用してください。 

・年の途中に退職した人（短期就労・臨時・パート等含む）も、給与支払報告書の提出対象者です。 

・自社プリンターにて給与支払報告書を印刷する際は、数値等の桁ずれに特に注意してくだい。 

※印字位置が不明確なときは、再提出をお願いする場合があります。 

・令和８年１月１日現在の住民登録地を必ずご確認いただき、該当する市区町村へ提出してください。 

【記載に当たっての留意点】  ※裏面「記入例」の①～⑯参照 

①  個人番号  給与の支払を受ける方の個人番号を記載してください。（源泉徴収票には記載しません。） 

②  住所  令和８年１月１日現在の住所を本人に確認し、番地、方書まで詳細に記入してください。 

③  氏名  必ず「フリガナ」をつけ、正確に記入してください。 

④  源泉徴収税額  算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を差し引いた後の額に、復興特別所得税額を加算 

して記入してください。 

⑤  控除対象扶養親族の数  ※人数の記入がない場合、⑬で氏名等が記入されていても控除対象となりません。 

      [特定]特定扶養親族（平成１５年１月２日～平成１９年１月１日生まれ）の人数 

      [老人]老人扶養親族（昭和３１年１月１日以前生まれ）全員の人数と、そのうちの同居直系尊属の人数（内数） 

      [その他]配偶者、特定、老人および１６歳未満の扶養親族を除いた一般扶養親族の人数 

      [１６歳未満扶養親族]１６歳未満の扶養親族（平成２２年１月２日以後生まれ）の人数 ※扶養控除対象外 

⑥  障害者の数  

      [特別]特別障害者の人数と、そのうちの同居を常としている方の人数（内数） ※１６歳未満含む 

      [その他]特別障害者以外の障害者の人数 

⑦  社会保険料控除等の金額  小規模企業共済等掛金がある場合は、金額を上段に内書きしてください。 

⑧  住宅借入金等特別控除の額  算出所得税額から差し引いた住宅借入金等特別控除の額を記入してください。 

⑨  生命保険料・地震保険料の金額内訳  「給与所得者の保険料控除申告書」を基に、「新」「旧」の区分誤りがない 

よう令和７年中の支払金額を必ず転記してください(市県民税の算出に必要です)。※算出控除額ではありません。 

⑩  住宅借入金等特別控除適用数  年末調整の際に住宅借入金等特別控除の適用がある場合、その適用数。 

   居住開始年月日  居住開始年月日を和暦で必ず記入してください。 

   住宅借入金等特別控除区分  適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を次のように記入してください。 

                          住・・・一般の住宅借入金等特別控除の場合（増改築を含みます。） 

                       認・・・認定住宅の新築等に係る住宅借入金特別控除の場合 

増・・・特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合 

 ※当該住宅の取得や増改築が「特定取得」に該当する場合は「（特）」を、「特別特定取得」に該当する場合は「（特特）」を 

「特例特別特例取得」に該当する場合は「(特特特)」を付記してください（例：「住（特）」、「住（特特）」、「住（特特特）」） 

⑪  配偶者の合計所得  収入ではなく所得を記入してください。 

⑫  国民年金保険料等の金額  社会保険料等の金額のうち、給与から天引きしていない分を記入してください。 

⑬ 控除対象配偶者、扶養親族、１６歳未満の扶養親族の氏名、フリガナ、個人番号を記入してください。 

⑭  受給者生年月日  個人の特定に重要ですので、必ず正確に記入してください。 

⑮ 支払者の個人番号又は法人番号を記入してください。個人番号の場合は左端を空欄にしてください。 

⑯  摘要欄  

・⑬の扶養親族が５名以上いる場合、５人目以降の氏名を記入 ※１６歳未満は氏名の後に「（年少）」を付記 

   ・前職合算給与がある場合、支払者、所在地、退職日、合算した給与支払額、社会保険料、源泉徴収額を記入 

   ・例外的に普通徴収とする場合は、該当する符号（普Ａ～普Ｆ）を記入  【別紙参照】 

   ・同一生計配偶者を有する場合、氏名を記入 ※氏名の後に「(同配)」を付記 （例：「千曲 花子 (同配) 」 

【記載に当たっての留意点】 ※「記入例」の①～⑯参照 



⑰ 特定親族特別控除 

  ･「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に基づいて控除した特定親族特別控除の額を記載してください。 

⑱ 特定親族特別控除の適用を受けた場合は、特定親族各人別の特定親族特別控除の額に応じて、区分の欄に該 

当する区分を記入してください。 

 

   ●特定親族特別控除の額の区分 

 

 

特定親族特別控除の額 
区分        

（特定親族が居住者） 

区分            

（特定親族が非居住者） 
合計所得金額 

６３万円 １０ １１ ５８万円越 ８５万円以下 

６１万円 ２０ ２１ ８５万円越 ９０万円以下 

５１万円 ３０ ３１ ９０万円越 ９５万円以下 

４１万円 ４０ ４１ ９５万円越 １００万円以下 

３１万円 ５０ ５１ １００万円越 １０５万円以下 

２１万円 ６０ ６１ １０５万円越 １１０万円以下 

１１万円 ７０ ７１ １１０万円越 １１５万円以下 

６万円 ８０ ８１ １１５万円越 １２０万円以下 

３万円 ９０ ９１ １２０万円越 １２３万円以下 



■ 給 与 支 払 報 告 書 （ 個 人 別 明 細 書 ） の 記 入 例       
※「留意点」の①～⑯参照 
※手書きの場合は楷書で丁寧に、印刷の場合は桁ずれに注意してください。 

 

 

千曲市大字杭瀬下１番地 

001 

１２３４５６７８９０１２ 
主任 

チクマ タロウ 

千曲 太郎 

給料・賞与 ５０３９２２８ ６８２１３６５ ３８０５６００ ０ 

1 ２ 1 ○ 

７５０ ６００ ８５ ０００ ５０ ０００ ６１６５０ 
前職：㈱戸倉 千曲市戸倉 2388 R6.5.31 退職 

（支）400,000 円 （社）35,000 円 （源）0 円 

普Ｆ 

 50,000 80,000 76,000 52,000 

○ 

1 

    12  18 56  6  19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2３ 
千曲市大字杭瀬下二丁目１番地 

株式会社 ちくま 026-273-1111 
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16 
非居住者がいる場合は記入する。 

(個人番号が交付されている方は個人番号も記入) 

１ 380 000 

昭和 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 4  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5 

24,000 180,480 

チクマ イチロウ 

チクマ ハナコ 

チクマ ミドリ 

千曲 春子 

千曲 花子 

千曲 一郎 千曲 緑 

チクマ ハルコ 

210,000 

5  8   20 住 
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0 
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非居住者がいる場合は記入する。 

控除対象配偶者が非居住者である場合には、区分の欄に「〇」を記載。 

控除対象扶養親族が非居住者である場合には、下記の番号を記載。 

控除対象扶養親族の区分 記載番号 

30 歳未満又は 70 歳以上 01 

30 歳以上 70 歳未満、留学生 02 

30 歳以上 70 歳未満、障害者 03 

30 歳以上 70 歳未満、38 万円以上送金 04 

 

7 

17 

 
６３００0０ 

チクマ アンズ 
千曲  杏 

10 18 

 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 6 


